
   石垣市行事の共催等に関する取扱要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、本市以外のものが主催する行事について、市が共催又は後援及び

協賛（以下「共催等」という。）をすることに関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ 

 による。 

(1)  共催 市が事実上の主催者の一員として、行事を他の団体等と共同して実施す 

ることをいう。 

(2)  後援 市が行事の趣旨に賛同し、企画、運営等への助言など行事の推進に援助 

することをいう。 

(3)  協賛 市が行事の趣旨に賛同することをいう。 

 （共催等の承認基準） 

第３条 共催の承認は、次の各号のいずれかに該当する行事を基準とする。 

(1)  市の施策推進上効果があると認められるもの 

(2)  国、他の地方公共団体、公共的団体若しくはこれらに属する機関又はこれに準

ずるものが主催するもの 

(3)  市がその企画若しくは運営に参画し、又はその経費を支出するもの 

(4)  その他市長が認めるもの 

２ 後援及び協賛の承認は、次の各号のいずれかに該当する行事を基準とする。  

(1)  国、他の地方公共団体、公共的団体若しくはこれらに属する機関又はこれに準ず

るものが主催するもの 

(2)  教育、福祉、芸術、文化、芸能、スポーツ団体、その他各種団体等が主催し、適

当と認められるもの 

(3)  その他市長が認めるもの 

 （不承認の基準） 

第４条 次の各号のいずれかに該当する行事には、共催等の承認をしないものとする。 

(1)  市の施策並びにその実施に反する行事 

(2)  政治的又は宗教的意図をもつ行事 

(3)  公序良俗に反するもの又はそのおそれのある行事 

(4)  主に営利を目的とする行事 

(5)  その他市長が不適当と認める行事 

 （申請手続） 

第５条 共催等の承認を受けようとするもの（以下「主催者等」という。）は、共催（後

援等）承認申請書（様式第１号）により、市長に行事開催日の１４日前までに申請し

なければならない。 



 （共催等の承認の審査及び決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに次に掲げる事項につ

いて審査し、承認の可否を決定しなければならない。 

 (1)  行事の趣旨及び内容 

 (2)  主催者、共催者及び後援者 

 (3) 参加者及び参加方式 

 (4)  日程 

 (5)  その他必要な事項 

２ 前項の規定による審査にあたっては、主管課は関係課とあらかじめ緊密な連絡をと 

 らなければならない。 

 （承認書の交付） 

第７条 市長は、当該申請をした主催者等に対して、共催等の承認をしたときは、共催

（後援等）承認書（様式第２号）を、不適当と認めたときは共催（後援等）不承認

通知書（様式第３号）を交付するものとする。 

 （共催等の名義） 

第８条 行事の共催等の名義は、石垣市とする。 

 （承認の取消し） 

第９条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことがで 

 きる。 

(1)  申請の内容に虚偽が発見されたとき。 

(2)  承認の基準を満たさなくなったとき。 

(3)  承認の条件を履行しなかったとき。 

(4)  その他共催等にふさわしくないと認められる行為があったとき。 

２ 市長は、前項の規定により共催等を取り消したときは、共催（後援等）承認取消し

通知書（様式第４号）により、当該主催者等に通知するものとする。 

 （実施結果報告書の提出） 

第１０条 市長は、必要があると認めるときは、主催者等に対し、実施結果報告書（様

式第５号）の提出を求めることができる。 

 

   附 則 

 この要綱は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 


